
基本単位 1割負担金(円/回) ２割負担金(円/回) 3割負担金(円/回)

303 309円/回 618円/回 928円/回

451 ４60円/回 920円/回 1381円/回

794 810円/回 1,621円/回 2,432円/回

1,090 1112円/回 2225円/回 3338円/回

2,945 3006円 6013円 9020円

574
600

586円/
月

612円/

1172円/月
1225円/月

1,758円/月
1,838円/月

500 ５10円/月 １０２１円/月 １５３1円/月

250 ２５５円/月 ５１0円/月 ７６5円/月

254 ２５９円/回 ５１8円/回 ７７8円/回

402 ４１０円/回 ８２0円/回 １２３1円/回

201 205円/回 410円/回 615円/回
317 323円/回 647円/回 970円/回
350 357円/回 714円/回 1,072円/回

300 306円/回 612円/回 918円/回
600 ６１2円/回 １２２５円/回 １８３7円/回

300 ３０６円 ６１2円 ９18円

　　その場合、２４時間看護師への電話連絡が可能で必要時には休日や時間外でも緊急訪問をします。
　（注　１）　緊急時訪問看護加算の契約を頂く方には、専用の電話番号をお知らせします。

・5　理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の
加算を算定しない場合　1回につき－8単位

　看護体制強化加算　　　　　　　 　区分支給限度基準額の算定
　対象外となる。
　（詳細は下記に示す）

　または予防訪問看護退院時共同指導加算

（１回・特別管理加算　２回） ＊特別管理加算・緊急時訪問
・４　予防訪問看護サービス 　看護加算・ターミナル加算は、

予防初回加算Ⅱ

早朝・夜間・深夜加算がつく。
・複数名加算Ⅰ：同一建物減算なし

20人以上訪問、建物減算あり
・複数名加算Ⅱ：１月に同一建物に

　　　　　　　　　　　　　　　（Ⅱ） ・特別管理加算については、
予防訪問看護長時間訪問看護加
算（１時間３０分以上）

300 ３０６円/回 ６１2円/回 ９18円/回
「その他費用」参照
・計画外の緊急訪問を行った場合は所要時間に応じた

・１　特別訪問看護管理加算対象者 所定単位を算定。なお、
・２予防訪問看護複数名訪問加算　３０分未満 特別管理加算の対象者について
　　　(Ⅰ)　　　　３０分以上 は一月のうち２回以降には、
・２予防訪問看護複数名訪問加算　３０分未満

　　　(Ⅱ）　　　３０分以上
・３　予防初回加算Ⅰ

との連携による訪問看護（月１回） 初回訪問の実施をした場合

＊予防訪問看護緊急時訪問看護加算(I・Ⅱ) ・初回加算Ⅱ：医療機関を退院した翌日以降

＊予防訪問看護特別管理加算（Ⅰ） に初回訪問の実施をした場合

深夜加算 基本単位の５０％増
・早朝とは６時～８時
・深夜とは２２時～６時

指定定期巡回・随時対応型訪問介護 ・初回加算Ⅰ：医療機関を退院した日に

①事業所と同一の敷地内又は隣接
するの建物に居住する利用者
②上記①以外の範囲に所在する建
物
(有料老人ホーム等に限る)に居住
する利用者(当該建物に居住する利
用者の人数が1月あたり20人以上
の場合)

予防訪問看護１２月超減算 5単位/回減算

早朝・夜間加算 基本単位の２５％増 ・夜間とは１８時～２２時

*理学療法士等の訪問60分
(予防訪問看護Ⅰ5・2超)

766 782円/回 1,564円/回 2,346円/回

同一建物等の利用者への減算
定

基本単位の10％減

*理学療法士等の訪問40分
(予防訪問看護Ⅰ5・２)

568 579円/回 1,159円/回 1,739円/回
※同一敷地内又は、

＊６０分以上９０分未満（予防訪問看護Ⅰ４） ※准看護師がサービスを
*理学療法士等の訪問20分
(予防訪問看護Ⅰ5)

284 289円/回 579円/回 869円/回
行った場合は、×90/100で
算定する。

　　（２４時間体制、２０分以上/週１回） 体制があることと、週に１回
＊３０分未満（予防訪問看護Ⅰ２） は２０分以上の定期的訪問
＊３０分以上６０分未満（予防訪問看護Ⅰ３） 看護が行われている場合

訪問看護ステーションEvery　予防訪問看護利用料金表（介護保険）

Ⅰ．介護保険の訪問看護費　　地域単価（基本単位×１０．２１×１０％負担）

サービス内容 備　考
＊２０分未満（予防訪問看護Ⅰ１） ・２０分未満の利用は、２４時間



　・エンゼルケア　（死後の処置）　　　　　　　　１５，０００円
　

　　　　　　　　　　　　　　　おける療養上必要な指導を行った場合に、月１回（特別管理加算の利用者は
　　　　　　　　　　　　　　　２回まで）算定します。

　　②　暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
　　③　その利用者の状況から判断して、①又は②に準ずると認められた場合

　・３　初回加算　：　新規に訪問看護計画書を作成した時に算定します。
　・４　退院時共同指導加算　：病院や介護老人保健施設に入院、入所中の方が退院または対処するに
　　　　　　　　　　　　　　　あたって、訪問看護師が施設に出向き、医師・看護師等と共同して、居宅に

　　　　真皮を超える褥瘡がある状態
　　　　点滴注射を３日以上行う必要があると認められた状態

　・２　複数名訪問加算の対象となるのは、下記のかたで、ご利用者の同意を得て算定します。
　　①　利用者の身体的理由（体重が重いなど）により、１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる
　　　　場合

　　　　　気管カニューレを使用している状態、留置カテーテルを使用している状態
　（Ⅱ）　在宅自己腹膜潅流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法
　　　　指導管理・在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅持続陽圧呼吸療法管理・
　　　　在宅悪性腫瘍患者指導管理・在宅自己疼痛管理指導管理・在宅肺高血圧症患者指導管理・在宅気管
　　　　切開患者指導管理を受けている状態
　　　　人工肛門・人工膀胱を設置している状態

　＊通常の実施地域を越える場合の交通費
　　　　・実施地域を越えてから片道概ね５ｋｍ未満・・・・・１５０円
　　　　・実施地域を越えてから片道概ね５ｋｍ以上・・・・・２５０円

　・１　特別管理加算の対象となるのは、下記の状態のかたです。
　（Ⅰ）　在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態

　Ⅱ　その他の費用

訪問にかかる交通費
北九州市は不要
その他の地域は、ステーション規定に基づく実費相当額


